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（火曜日）
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発
行
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告
示

区
画
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
及
び
申
請
期
間
等
（
水
産
振
興
課
）
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…

定
置
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
及
び
申
請
期
間
等
（
水
産
振
興
課
）

二
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
区
画
漁

業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
、
申
請
期
間
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項

㈠

公
示
番
号

区
第
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ひ
お
う
ぎ
が
い
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

萩
市
大
字
須
佐
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

萩
市
大
字
須
佐
字
福
浦
鶴
島
頂
上
か
ら
北
方
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
最
大
高
潮
時
海

岸
線
（
水
ケ
浦
東
側
）
に
設
置
し
た
標
柱

Ｂ

〃

〃

字
廣
潟
沖
浦
橋
北
西
端
か
ら
最
大
高
潮
時
海
岸
線
沿
い
に
北
方
へ

二
二
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
柱

㈤

地
元
地
区

萩
市
大
字
須
佐

㈠

公
示
番
号

区
第
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
ま
さ
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
字
土
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
字
土
防
波
堤
突
端
南
側
角

点
イ

Ａ
か
ら
二
三
五
度
三
〇
分
二
六
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
一
九
度
二
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
四
八
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
四
八
度
一
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古

㈠

公
示
番
号

区
第
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ひ
ら
ま
さ
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

一

平成30年５月29日 火曜日 山 口 県 報 （号 外−29）














目

次
















阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
黒
山
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

阿
武
郡
阿
武
町
奈
古
港
浜
崎
防
波
堤
灯
台
基
部

点
イ

Ａ
か
ら
一
九
五
度
四
八
分
三
四
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
九
九
度
三
六
分
五
一
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
八
九
度
三
〇
分
五
三
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
七
九
度
一
八
分
四
二
三
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古

㈠

公
示
番
号

区
第
四
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
ま
さ
、
ぶ
り
、
ま
だ
い
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

萩
市
大
字
椿
東
字
後
小
畑
狐
島
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
、
ロ
、
イ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

萩
市
大
字
椿
東
狐
島
潟
港
海
岸
肥
揚
場
丸
瀬
頂
上

Ｂ

〃

〃

狐
島
台
地
南
東
端

Ｃ

〃

〃

潟
港
Ｂ
防
波
堤
白
灯
台
基
部

Ｄ

〃

〃

潟
港
Ｃ
防
波
堤
赤
灯
台
基
部

点
イ

Ｂ
と
Ｄ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
と
Ｃ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

萩
市
大
字
椿
東
（
小
畑
地
区
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
五
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ぶ
り
、
ま
だ
い
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

長
門
市
幸
島
洲
の
鼻
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

長
門
市
三
隅
下
室
生
北
側
防
波
堤
屈
折
部
に
設
置
し
た
標
柱

点
イ

Ａ
か
ら
三
二
五
度
三
九
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
一
九
度
三
〇
分
六
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
九
一
度
七
三
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
七
七
度
三
〇
分
四
六
三
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

長
門
市
三
隅
下
（
野
波
瀬
地
区
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
六
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

あ
お
の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

長
門
市
三
隅
川
河
口

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
、
Ｃ
と
Ｄ
と
を
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

長
門
市
三
隅
中
琴
橋
右
岸
中
央

Ｂ

〃

〃

琴
橋
左
岸
中
央

Ｃ

〃

〃

字
鬼
崎
開
作
護
岸
北
西
端

Ｄ

〃

三
隅
下
殿
村
開
作
護
岸
北
東
端

二
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㈤

地
元
地
区

長
門
市
三
隅
下
（
野
波
瀬
地
区
を
除
く
。
）
及
び
三
隅
中

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
く
い
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
七
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ぶ
り
、
ま
だ
い
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

長
門
市
仙
崎
紫
津
浦
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
、
イ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
、
Ｃ
と
Ｄ
と
を
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸

線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

長
門
市
仙
崎
字
松
ケ
崎
Ａ
消
波
堤
南
側
基
部
か
ら
海
岸
線
沿
い
に
南
西
へ
二
五

メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

〃

字
六
官
Ｂ
消
波
堤
南
側
基
部
に
設
置
し
た
標
柱

Ｃ

〃

〃

字
逢
坂
見
突
堤
突
端
東
側
角

Ｄ

〃

〃

字
藻
尻
鼻
突
堤
突
端
東
側
角

点
イ

Ｂ
か
ら
二
四
六
度
六
二
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

長
門
市
仙
崎

㈠

公
示
番
号

区
第
八
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

長
門
市
通
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

長
門
市
通
字
平
瀬
三
四
の
七
護
岸
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
二
〇
度
四
五
分
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
二
四
度
〇
一
分
二
九
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
四
四
度
〇
一
分
二
九
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
六
二
度
四
六
分
一
三
六
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

長
門
市
通

㈠

公
示
番
号

区
第
九
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
ま
さ
、
ぶ
り
、
ま
だ
い
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

長
門
市
油
谷
向
津
具
下
油
谷
島
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

長
門
市
油
谷
向
津
具
下
字
磯
ノ
町
一
六
六
六
地
先
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

〃

字
箸
神
一
〇
二
三
の
一
に
設
置
し
た
標
柱

点
イ

Ａ
か
ら
三
〇
度
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
〇
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
三
〇
度
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
三
〇
度
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

長
門
市
油
谷
向
津
具
下
（
大
浦
地
区
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
十
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

二
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⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

く
ろ
ま
ぐ
ろ
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

長
門
市
油
谷
向
津
具
下
字
青
田
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

長
門
市
油
谷
向
津
具
下
字
堂
ノ
元
三
一
〇
五
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

〃

字
青
田
二
〇
六
六
の
五
二
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
二
〇
八
度
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｂ
か
ら
一
七
六
度
一
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
八
五
度
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
九
七
度
四
二
七
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

長
門
市
油
谷
向
津
具
下
（
大
浦
地
区
に
限
る
。
）

㈥

制
限
又
は
条
件

⚑

養
殖
の
用
に
供
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
規
模
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
い
け

す
の
総
面
積
が
一
九
、
八
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
い
け
す
の
形
状
、
規

格
又
は
台
数
を
変
更
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

形
状
：
八
角
形
、
一
辺
の
長
さ
：
一
七
・
五
メ
ー
ト
ル
、
台
数
：
十
二
台

形
状
：
円
形
、
直
径
：
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
台
数
：
三
台

⚒

養
殖
用
種
苗
の
う
ち
、
一
年
当
た
り
の
天
然
種
苗
の
活
込
尾
数
は
二
一
、
五
九
八
尾
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。

⚓

漁
業
権
の
免
許
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
権
の
行
使
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
行
使
者
の
住
所

及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
）
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
十
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

あ
お
の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

長
門
市
掛
淵
川
河
口

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
点
の
位
置

基
点
Ａ

長
門
市
油
谷
蔵
小
田
新
橋
右
岸
下
流
側
橋
台

Ｂ

〃

〃

字
西
ノ
原
一
一
七
八
の
六
に
設
置
し
た
標
識

Ｃ

〃

〃

〃

一
一
九
八
の
一
二
に
設
置
し
た
標
柱

Ｄ

〃

〃

字
浦
東
二
四
三
〇
の
一
に
設
置
し
た
標
柱

点
イ

Ａ
か
ら
一
八
一
度
三
〇
分
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｂ
か
ら
一
八
〇
度
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｃ
か
ら
一
八
〇
度
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｄ
か
ら
一
八
〇
度
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｄ
か
ら
一
八
〇
度
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ｃ
か
ら
一
八
〇
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ａ
か
ら
一
八
一
度
三
〇
分
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

長
門
市
油
谷
蔵
小
田

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
く
い
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
十
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

あ
お
の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
豊
北
町
粟
野
川
河
口

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野
字
郷
西
中
水
門
東
口
角

四
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点
イ

Ａ
か
ら
二
七
二
度
三
〇
分
二
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
五
三
度
三
〇
分
一
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
四
三
度
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
九
四
度
三
〇
分
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
二
九
四
度
三
〇
分
三
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
二
八
七
度
三
〇
分
三
二
六
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
豊
北
町
大
字
粟
野

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
十
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ぶ
り
、
ま
あ
じ
、
ま
だ
い
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
豊
浦
町
大
字
涌
田
後
地
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸

線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
豊
浦
町
涌
田
漁
港
Ａ
防
波
堤
突
端
中
央
部

Ｂ

〃

〃

涌
田
漁
港
沖
防
波
堤
屈
曲
部
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
一
〇
九
度
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
七
五
度
二
四
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
二
六
度
二
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
三
四
度
三
〇
分
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
二
五
八
度
四
六
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
二
八
八
度
三
〇
分
四
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
豊
浦
町
大
字
涌
田
後
地

㈠

公
示
番
号

区
第
十
四
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ひ
じ
き
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
六
連
島
北
崎
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
六
連
島
灯
台
基
部

点
イ

Ａ
か
ら
一
六
八
度
九
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
七
九
度
二
四
分
一
五
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
六
三
度
四
二
分
一
七
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
四
六
度
三
〇
分
一
二
二
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
大
字
六
連
島

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
十
五
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ひ
じ
き
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
六
連
島
波
止
ノ
鼻
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
六
連
島
波
止
ノ
鼻
南
端
に
設
置
し
た
標
柱

四
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点
イ

Ａ
か
ら
一
一
九
度
一
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
〇
〇
度
二
九
九
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
一
七
度
三
三
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
四
八
度
一
七
九
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
大
字
六
連
島

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
十
六
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ひ
じ
き
、
わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
武
久
海
水
浴
場
及
び
同
市
金
比
羅
町
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
武
久
町
二
丁
目
安
瀬
尻
南
端
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

金
比
羅
町
長
手
瀬
大
岩
頂
上
に
設
置
し
た
標
柱

点
イ

Ａ
か
ら
一
七
八
度
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
〇
九
度
三
〇
分
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
三
〇
〇
度
五
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
三
〇
〇
度
二
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
伊
崎
町
一
丁
目
及
び
伊
崎
町
二
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
十
七
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ひ
じ
き
、
わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
筋
ケ
浜
町
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
筋
ケ
浜
町
身
投
岩
突
端
に
設
置
し
た
標
柱

Ｂ

〃

金
比
羅
町
長
手
瀬
大
岩
頂
上
に
設
置
し
た
標
柱

点
イ

Ａ
か
ら
二
八
五
度
六
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
七
三
度
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
八
七
度
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
二
七
二
度
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
伊
崎
町
一
丁
目
及
び
伊
崎
町
二
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
十
八
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
彦
島
迫
町
六
丁
目
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
彦
島
迫
町
六
丁
目
彦
島
大
橋
南
側
橋
脚
北
端

六
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点
イ

Ａ
か
ら
二
七
八
度
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
七
八
度
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
一
七
度
七
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
彦
島
海
士
郷
町
、
彦
島
老
町
一
丁
目
、
彦
島
老
町
二
丁
目
、
彦
島
老
町
三
丁
目
及
び
彦

島
角
倉
町
三
丁
目

㈠

公
示
番
号

区
第
十
九
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ひ
じ
き
、
わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
彦
島
迫
町
六
丁
目
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
彦
島
迫
町
六
丁
目
彦
島
大
橋
南
側
橋
脚
北
端

点
イ

Ａ
か
ら
二
七
八
度
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
七
八
度
九
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
三
九
度
一
、
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
一
七
度
七
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
彦
島
海
士
郷
町
、
彦
島
老
町
一
丁
目
、
彦
島
老
町
二
丁
目
、
彦
島
老
町
三
丁
目
及
び
彦

島
角
倉
町
三
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
十
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
彦
島
西
山
町
二
丁
目
長
無
田
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
彦
島
西
山
町
二
丁
目
四
二
五
〇
の
二
二
九
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

下
関
漁
港
南
風
泊
分
港
Ｂ
防
波
堤
突
端
東
側
角

点
イ

Ａ
か
ら
三
一
七
度
四
六
分
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
五
度
五
九
分
一
七
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
〇
度
三
五
分
九
八
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
六
三
度
〇
二
分
五
七
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
一
〇
一
度
三
〇
分
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
三
一
四
度
三
七
分
七
一
二
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
彦
島
西
山
町
一
丁
目
、
彦
島
西
山
町
二
丁
目
、
彦
島
西
山
町
三
丁
目
、
彦
島
西
山
町
四

丁
目
及
び
彦
島
竹
ノ
子
島
町

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
十
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
彦
島
西
山
町
四
丁
目
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
下
関
漁
港
南
風
泊
分
港
Ｂ
防
波
堤
突
端
東
側
角
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点
イ

Ａ
か
ら
六
三
度
〇
二
分
五
七
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
五
一
度
三
〇
分
四
四
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
八
四
度
三
四
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
〇
一
度
三
〇
分
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
彦
島
西
山
町
一
丁
目
、
彦
島
西
山
町
二
丁
目
、
彦
島
西
山
町
三
丁
目
、
彦
島
西
山
町
四

丁
目
及
び
彦
島
竹
ノ
子
島
町

㈠

公
示
番
号

区
第
二
十
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
彦
島
竹
ノ
子
島
町
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
竹
ノ
子
島
北
端
に
設
置
し
た
標
柱

Ｂ

〃

〃

中
ノ
瀬
北
端
に
設
置
し
た
標
柱

点
イ

Ａ
か
ら
一
九
二
度
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
〇
六
度
一
五
分
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
二
八
二
度
二
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
二
一
一
度
三
〇
分
一
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
二
〇
五
度
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ｂ
か
ら
二
三
七
度
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ｂ
か
ら
一
二
度
三
〇
分
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

チ

Ｂ
か
ら
一
二
〇
度
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

リ

Ｂ
か
ら
八
二
度
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヌ

Ｂ
か
ら
三
五
七
度
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
彦
島
西
山
町
一
丁
目
、
彦
島
西
山
町
二
丁
目
、
彦
島
西
山
町
三
丁
目
、
彦
島
西
山
町
四

丁
目
及
び
彦
島
竹
ノ
子
島
町

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
十
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
彦
島
竹
ノ
子
島
町
稲
荷
堂
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
竹
ノ
子
島
稲
荷
堂
の
鼻
に
設
置
し
た
標
柱

Ｂ

〃

〃

つ
き
だ
し
の
鼻
北
西
端
に
設
置
し
た
標
柱

点
イ

Ａ
か
ら
四
八
度
四
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
九
〇
度
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
三
〇
五
度
四
五
分
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
九
〇
度
一
八
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
二
〇
六
度
三
〇
分
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ｂ
か
ら
一
八
〇
度
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ｂ
か
ら
二
三
三
度
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

チ

Ｂ
か
ら
二
九
度
三
六
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
彦
島
西
山
町
一
丁
目
、
彦
島
西
山
町
二
丁
目
、
彦
島
西
山
町
三
丁
目
、
彦
島
西
山
町
四

丁
目
及
び
彦
島
竹
ノ
子
島
町

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
長
府
扇
町
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
長
府
扇
町
長
府
三
号
岸
壁
南
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
五
四
度
九
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
四
五
度
三
六
分
一
、
二
七
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
二
一
度
四
二
分
一
、
一
七
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
一
九
度
一
二
分
七
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
長
府
才
川
一
丁
目
、
長
府
才
川
二
丁
目
、
長
府
松
小
田
本
町
、
長
府
松
小
田
中
町
、
長

府
松
小
田
南
町
、
長
府
松
小
田
東
町
、
長
府
松
小
田
北
町
、
長
府
松
小
田
西
町
、
長
府
江
下
町
及

び
千
鳥
ケ
丘
町

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
長
府
扇
町
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
長
府
扇
町
長
府
三
号
岸
壁
南
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
〇
一
度
二
四
分
一
四
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
一
八
度
一
八
分
四
八
三
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
八
八
度
〇
六
分
六
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
五
五
度
三
八
二
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
長
府
才
川
一
丁
目
、
長
府
才
川
二
丁
目
、
長
府
松
小
田
本
町
、
長
府
松
小
田
中
町
、
長

府
松
小
田
南
町
、
長
府
松
小
田
東
町
、
長
府
松
小
田
北
町
、
長
府
松
小
田
西
町
、
長
府
江
下
町
及

び
千
鳥
ケ
丘
町

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
長
府
扇
町
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
長
府
扇
町
長
府
三
号
岸
壁
南
端

点
イ

Ａ
か
ら
五
二
度
五
四
分
四
二
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
八
四
度
四
八
分
六
三
九
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
七
三
度
一
八
分
七
七
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
四
七
度
四
八
分
六
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
長
府
才
川
一
丁
目
、
長
府
才
川
二
丁
目
、
長
府
松
小
田
本
町
、
長
府
松
小
田
中
町
、
長

府
松
小
田
南
町
、
長
府
松
小
田
東
町
、
長
府
松
小
田
北
町
、
長
府
松
小
田
西
町
、
長
府
江
下
町
及

び
千
鳥
ケ
丘
町

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で
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㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
白
崎
二
丁
目
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
松
屋
本
町
三
丁
目
海
上
自
衛
隊
小
月
航
空
基
地
護
岸
北
西
端
に
設
置
し
た

標
識

Ｂ

〃

乃
木
浜
二
丁
目
護
岸
東
端
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
一
三
三
度
六
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
〇
四
度
一
五
分
二
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
六
度
五
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
三
四
七
度
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
六
一
度
七
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ｂ
か
ら
一
五
一
度
一
、
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
松
屋
本
町
一
丁
目
、
松
屋
本
町
二
丁
目
、
松
屋
本
町
三
丁
目
、
松
屋
本
町
四
丁
目
、
松

屋
本
町
五
丁
目
、
松
屋
上
町
一
丁
目
、
松
屋
上
町
二
丁
目
、
松
屋
上
町
三
丁
目
、
松
屋
東
町
一
丁

目
、
松
屋
東
町
二
丁
目
、
松
屋
東
町
三
丁
目
及
び
王
喜
宇
津
井
一
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
く
い
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
五
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
工
領
開
作
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
工
領
開
作
護
岸
南
東
端
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

乃
木
浜
二
丁
目
護
岸
東
端
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
二
五
二
度
三
〇
分
九
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
七
二
度
一
五
分
一
、
六
四
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
四
六
度
三
〇
分
一
、
三
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
一
四
二
度
一
、
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
一
四
五
度
二
、
〇
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
松
屋
本
町
一
丁
目
、
松
屋
本
町
二
丁
目
、
松
屋
本
町
三
丁
目
、
松
屋
本
町
四
丁
目
、
松

屋
本
町
五
丁
目
、
松
屋
上
町
一
丁
目
、
松
屋
上
町
二
丁
目
、
松
屋
上
町
三
丁
目
、
松
屋
東
町
一
丁

目
、
松
屋
東
町
二
丁
目
、
松
屋
東
町
三
丁
目
及
び
王
喜
宇
津
井
一
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
く
い
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
六
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
工
領
開
作
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
工
領
開
作
護
岸
南
東
端
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

乃
木
浜
二
丁
目
護
岸
東
端
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
一
九
〇
度
一
五
分
一
、
五
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
九
四
度
五
〇
分
六
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
一
二
度
四
〇
分
六
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
一
四
七
度
二
、
五
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
一
四
七
度
三
、
五
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
松
屋
本
町
一
丁
目
、
松
屋
本
町
二
丁
目
、
松
屋
本
町
三
丁
目
、
松
屋
本
町
四
丁
目
、
松

屋
本
町
五
丁
目
、
松
屋
上
町
一
丁
目
、
松
屋
上
町
二
丁
目
、
松
屋
上
町
三
丁
目
、
松
屋
東
町
一
丁

目
、
松
屋
東
町
二
丁
目
、
松
屋
東
町
三
丁
目
及
び
王
喜
宇
津
井
一
丁
目

一
〇
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㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
七
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
工
領
開
作
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
工
領
開
作
護
岸
南
東
端
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

乃
木
浜
二
丁
目
護
岸
東
端
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
一
八
八
度
三
〇
分
三
、
〇
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
九
〇
度
一
、
七
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
四
七
度
三
、
六
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
一
四
七
度
四
、
六
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
松
屋
本
町
一
丁
目
、
松
屋
本
町
二
丁
目
、
松
屋
本
町
三
丁
目
、
松
屋
本
町
四
丁
目
、
松

屋
本
町
五
丁
目
、
松
屋
上
町
一
丁
目
、
松
屋
上
町
二
丁
目
、
松
屋
上
町
三
丁
目
、
松
屋
東
町
一
丁

目
、
松
屋
東
町
二
丁
目
、
松
屋
東
町
三
丁
目
及
び
王
喜
宇
津
井
一
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
八
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ｇ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、
ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、

レ
、
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
中
地
区
開
作
護
岸
南
端

Ｂ

Ａ
か
ら
護
岸
沿
い
に
西
へ
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｃ

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
中
地
区
開
作
護
岸
西
端
に
設
置
し
た
標
識

Ｄ

Ｃ
か
ら
護
岸
沿
い
に
北
へ
二
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｅ

Ｄ
か
ら
護
岸
沿
い
に
北
へ
一
九
七
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｆ

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
黒
崎
開
作
樋
門
に
設
置
し
た
標
識

Ｇ

〃

高
泊
漁
港
南
角
基
部
に
設
置
し
た
標
識

Ｈ

〃

大
字
西
高
泊
字
後
潟
護
岸
唐
樋
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ｇ
か
ら
二
九
〇
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｈ
か
ら
二
八
三
度
三
〇
分
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｆ
か
ら
三
四
五
度
の
線
と
Ｈ
か
ら
二
八
三
度
三
〇
分
の
線
と
の
交
点

ニ

Ｅ
か
ら
七
度
三
〇
分
の
線
と
Ｆ
か
ら
二
八
七
度
の
線
と
の
交
点

ホ

Ｅ
か
ら
一
〇
度
四
〇
分
の
線
と
Ｆ
か
ら
二
八
七
度
の
線
と
の
交
点

ヘ

Ｅ
か
ら
三
度
三
〇
分
の
線
と
Ｆ
か
ら
二
四
七
度
の
線
と
の
交
点

ト

Ｄ
か
ら
四
度
三
〇
分
の
線
と
Ｅ
か
ら
三
三
八
度
四
〇
分
の
線
と
の
交
点

チ

Ｄ
か
ら
三
四
一
度
二
〇
分
の
線
と
Ｅ
か
ら
三
〇
一
度
の
線
と
の
交
点

リ

Ｄ
か
ら
三
〇
〇
度
三
〇
分
の
線
と
Ｅ
か
ら
二
八
四
度
二
〇
分
の
線
と
の
交
点

ヌ

Ｄ
か
ら
二
七
九
度
四
〇
分
の
線
と
Ｅ
か
ら
二
六
六
度
の
線
と
の
交
点

ル

Ｃ
か
ら
三
〇
七
度
の
線
と
Ｄ
か
ら
二
七
一
度
の
線
と
の
交
点

ヲ

Ｃ
か
ら
三
五
五
度
四
〇
分
の
線
と
Ｄ
か
ら
二
六
〇
度
四
〇
分
の
線
と
の
交
点

ワ

Ｃ
と
山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
字
梶
下
若
山
産
業
株
式
会
社
埋
立
地
北
東
端
と
を
結

ん
だ
線
上
Ｃ
か
ら
三
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

カ

Ｃ
か
ら
一
八
〇
度
三
〇
分
八
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ヨ

Ｃ
か
ら
一
九
三
度
三
〇
分
一
、
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

タ

Ｂ
か
ら
一
九
八
度
四
〇
分
一
、
〇
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

レ

Ａ
か
ら
一
三
八
度
三
〇
分
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

一
〇
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山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
く
い
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
九
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
中
地
区
開
作
護
岸
南
端
か
ら
護
岸
沿
い
に
西
へ
一
四

〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

〃

中
地
区
開
作
護
岸
西
端
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
二
〇
五
度
一
〇
分
一
、
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｂ
か
ら
二
〇
六
度
一
、
六
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
二
一
一
度
二
、
九
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
〇
七
度
四
〇
分
一
、
八
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
刈
屋
漁
港
Ａ
防
波
堤
基
部
か
ら
南
西
へ
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設

置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
二
八
八
度
三
〇
分
二
、
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
七
八
度
三
、
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
六
一
度
二
〇
分
四
、
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
四
七
度
三
、
四
六
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
二
八
七
度
三
〇
分
二
、
〇
九
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
刈
屋
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
刈
屋
漁
港
Ａ
防
波
堤
基
部
か
ら
南
西
へ
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設

置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
二
七
四
度
一
、
〇
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
八
六
度
一
〇
分
一
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
四
四
度
三
〇
分
三
、
三
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

一
二
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ニ

Ａ
か
ら
二
三
三
度
三
〇
分
三
、
〇
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
二
三
一
度
三
〇
分
二
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
刈
屋
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
刈
屋
漁
港
Ａ
防
波
堤
基
部
か
ら
南
西
へ
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設

置
し
た
標
識

点
イ

〃

刈
屋
漁
港
Ａ
防
波
堤
突
端

ロ

Ａ
か
ら
二
八
〇
度
四
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
三
六
度
三
〇
分
九
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
一
一
度
三
〇
分
八
六
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
字
入
道
石
一
一
三
五
の
二
七
に
設
置
し
た
標
識

㈤

地
元
地
区

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
松
浜
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
Ｃ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
刈
屋
漁
港
Ａ
防
波
堤
基
部
か
ら
南
西
へ
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設

置
し
た
標
識

Ｂ

〃

大
字
小
野
田
宇
部
興
産
本
山
埋
立
地
護
岸
南
西
端
に
設
置
し
た
標

識
Ｃ

Ｂ
か
ら
護
岸
沿
い
に
北
へ
一
、
三
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
一
八
九
度
五
〇
分
一
、
〇
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
九
六
度
二
〇
分
一
、
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
〇
六
度
三
〇
分
一
、
〇
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
〇
八
度
三
〇
分
九
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
二
三
四
度
一
、
〇
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
二
一
九
度
三
〇
分
二
、
七
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ａ
か
ら
二
一
三
度
二
、
九
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

チ

Ｂ
か
ら
二
六
四
度
一
、
四
四
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
四
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

一
二

山 口 県 報平成30年５月29日 火曜日 （号 外−29）
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⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
本
山
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ｂ
、
イ
、
ロ
、
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
宇
部
興
産
本
山
埋
立
地
護
岸
南
西
端
に
設
置
し
た
標

識
Ｂ

Ａ
か
ら
護
岸
沿
い
に
北
へ
一
、
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
二
六
一
度
三
〇
分
一
、
三
六
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
三
五
度
二
〇
分
九
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
五
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

宇
部
市
大
字
西
沖
の
山
西
沖
干
拓
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
西
沖
の
山
西
沖
干
拓
護
岸
南
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
六
一
度
三
〇
分
二
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
四
二
度
二
二
分
九
四
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
二
三
度
一
五
分
一
、
一
一
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
二
一
度
四
〇
分
一
、
五
八
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
二
二
二
度
一
、
九
一
九
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
二
一
四
度
五
三
分
二
、
四
四
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ａ
か
ら
二
〇
六
度
五
九
分
二
、
七
七
八
メ
ー
ト
ル
の
点

チ

Ａ
か
ら
一
九
〇
度
三
〇
分
二
、
四
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

リ

Ａ
か
ら
一
六
五
度
六
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

宇
部
市
大
字
藤
曲
、
大
字
妻
崎
開
作
、
居
能
町
一
丁
目
、
居
能
町
二
丁
目
、
居
能
町
三
丁
目
及

び
西
平
原
四
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
六
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

あ
お
の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

宇
部
市
厚
東
川
河
口

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
、
Ｆ
と
Ｇ
と
を
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
区
域
（
次
の
イ
と
ロ
と
を
結
ん
だ
線
、
ハ
と
ニ
と
を
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線

に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
を
除
く
。
）

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
中
野
開
作
宇
部
線
厚
東
川
橋
り
ょ
う
右
岸
下
流
側
基
部

Ｂ

〃

岩
鼻
町
宇
部
線
厚
東
川
橋
り
ょ
う
左
岸
下
流
側
基
部

Ｃ

〃

大
字
妻
崎
開
作
旧
厚
東
川
大
橋
右
岸
下
流
側
基
部

Ｄ

〃

西
平
原
四
丁
目
旧
厚
東
川
大
橋
左
岸
下
流
側
基
部

Ｅ

〃

大
字
妻
崎
開
作
小
野
田
線
厚
東
川
橋
り
ょ
う
右
岸
下
流
側
基
部

Ｆ

Ｅ
か
ら
護
岸
沿
い
に
下
流
へ
一
、
二
八
七
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｇ

宇
部
市
大
字
藤
曲
宇
部
ア
ン
モ
ニ
ア
工
業
有
限
会
社
護
岸
南
西
端

一
四

山 口 県 報平成30年５月29日 火曜日 （号 外−29）



点
イ

Ｃ
か
ら
護
岸
沿
い
に
下
流
へ
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｄ
か
ら
護
岸
沿
い
に
下
流
へ
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｃ
か
ら
護
岸
沿
い
に
下
流
へ
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｄ
か
ら
護
岸
沿
い
に
下
流
へ
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

宇
部
市
大
字
藤
曲
、
大
字
妻
崎
開
作
、
居
能
町
一
丁
目
、
居
能
町
二
丁
目
、
居
能
町
三
丁
目
及

び
西
平
原
四
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
く
い
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
七
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

宇
部
市
厚
東
川
河
口

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ｂ
と
Ｃ
と
を
結
ん
だ
線
、
Ｄ
、
イ
、
Ｅ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸

線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
妻
崎
開
作
小
野
田
線
厚
東
川
橋
り
ょ
う
右
岸
下
流
側
基
部

Ｂ

Ａ
か
ら
護
岸
沿
い
に
下
流
へ
一
、
二
八
七
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｃ

宇
部
市
大
字
藤
曲
宇
部
ア
ン
モ
ニ
ア
工
業
有
限
会
社
護
岸
南
西
端

Ｄ

〃

大
字
妻
崎
開
作
竹
の
子
島
防
波
堤
基
部
か
ら
突
端
に
向
か
っ
て
一
七
五

メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

Ｅ

〃

大
字
藤
曲
埋
立
地
護
岸
南
西
端

Ｆ

Ｅ
か
ら
二
七
八
度
の
線
と
宇
部
市
大
字
西
沖
の
山
西
沖
干
拓
護
岸
と
の
交
点
に
設

置
し
た
標
識

点
イ

Ｅ
と
Ｆ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｆ
か
ら
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

宇
部
市
大
字
藤
曲
、
大
字
妻
崎
開
作
、
居
能
町
一
丁
目
、
居
能
町
二
丁
目
、
居
能
町
三
丁
目
及

び
西
平
原
四
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
く
い
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
八
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

宇
部
市
大
字
小
串
沖
の
山
埋
立
地
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
西
沖
の
山
西
沖
干
拓
護
岸
南
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
五
四
度
一
、
〇
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
五
九
度
一
、
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
四
五
度
一
、
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
三
九
度
三
〇
分
一
、
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

宇
部
市
大
字
藤
曲
、
大
字
妻
崎
開
作
、
大
字
小
串
、
居
能
町
一
丁
目
、
居
能
町
二
丁
目
、
居
能

町
三
丁
目
、
西
平
原
四
丁
目
、
助
田
町
、
南
浜
町
一
丁
目
、
南
浜
町
二
丁
目
、
西
中
町
、
上
町
一

丁
目
、
上
町
二
丁
目
、
西
本
町
一
丁
目
、
西
本
町
二
丁
目
、
中
央
町
一
丁
目
、
中
央
町
二
丁
目
、

中
央
町
三
丁
目
、
相
生
町
、
新
町
、
新
天
町
一
丁
目
、
新
天
町
二
丁
目
、
東
本
町
一
丁
目
、
東
本

町
二
丁
目
、
港
町
一
丁
目
、
港
町
二
丁
目
、
錦
町
、
明
治
町
一
丁
目
、
明
治
町
二
丁
目
、
松
山
町

一
丁
目
、
松
山
町
二
丁
目
、
松
山
町
三
丁
目
、
松
山
町
四
丁
目
、
松
山
町
五
丁
目
、
昭
和
町
一
丁

目
、
昭
和
町
二
丁
目
、
昭
和
町
三
丁
目
、
昭
和
町
四
丁
目
、
幸
町
、
東
見
初
町
、
則
貞
五
丁
目
及

び
大
字
沖
宇
部

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
十
九
号

一
四

山 口 県 報平成30年５月29日 火曜日 （号 外−29）

一
五

山 口 県 報平成30年５月29日 火曜日 （号 外−29）



㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
東
見
初
埋
立
地
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
東
見
初
埋
立
地
護
岸
西
端

Ｂ

〃

〃

東
見
初
埋
立
地
護
岸
南
西
端

点
イ

Ａ
か
ら
二
三
三
度
二
七
分
一
、
六
七
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
三
一
度
二
、
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
二
二
四
度
二
〇
分
一
、
九
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
二
二
三
度
四
四
分
一
、
一
三
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
二
二
八
度
三
四
分
一
、
一
八
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ｂ
か
ら
二
二
八
度
三
八
分
一
、
一
八
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ｂ
か
ら
二
二
九
度
〇
三
分
一
、
二
一
七
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

宇
部
市
港
町
一
丁
目
、
港
町
二
丁
目
、
東
本
町
一
丁
目
、
東
本
町
二
丁
目
、
新
天
町
一
丁
目
、

新
天
町
二
丁
目
、
錦
町
、
明
治
町
一
丁
目
、
明
治
町
二
丁
目
、
松
山
町
一
丁
目
、
松
山
町
二
丁

目
、
松
山
町
三
丁
目
、
松
山
町
四
丁
目
、
松
山
町
五
丁
目
、
昭
和
町
一
丁
目
、
昭
和
町
二
丁
目
、

昭
和
町
三
丁
目
、
昭
和
町
四
丁
目
、
幸
町
、
東
見
初
町
、
則
貞
五
丁
目
及
び
大
字
沖
宇
部

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
東
見
初
埋
立
地
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、
ワ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、

ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
、
ウ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
（
ワ
と
ヨ

と
を
結
ぶ
線
は
カ
を
中
心
と
し
た
半
径
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
円
弧
）

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
東
見
初
埋
立
地
護
岸
南
西
端

Ｂ

〃

〃

東
見
初
埋
立
地
護
岸
南
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
二
二
三
度
四
四
分
一
、
一
三
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
二
四
度
二
〇
分
一
、
九
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
八
八
度
二
、
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
一
七
二
度
四
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
一
九
四
度
三
〇
分
六
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ｂ
か
ら
一
九
七
度
五
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ｂ
か
ら
一
七
〇
度
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

チ

Ｂ
か
ら
一
七
〇
度
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

リ

Ｂ
か
ら
二
二
八
度
三
四
分
一
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ヌ

Ｂ
か
ら
二
二
五
度
二
六
分
一
四
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ル

Ｂ
か
ら
二
三
〇
度
一
二
分
一
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ヲ

Ｂ
か
ら
二
〇
七
度
五
九
分
三
一
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ワ

Ｂ
か
ら
二
二
一
度
一
四
分
三
五
三
メ
ー
ト
ル
の
点

カ

Ｂ
か
ら
二
〇
二
度
〇
八
分
八
四
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ヨ

Ａ
か
ら
一
七
〇
度
二
二
分
七
七
三
メ
ー
ト
ル
の
点

タ

Ａ
か
ら
一
七
二
度
三
三
分
八
三
二
メ
ー
ト
ル
の
点

レ

Ａ
か
ら
一
八
五
度
二
六
分
七
六
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ソ

Ａ
か
ら
一
八
五
度
三
五
分
七
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ツ

Ａ
か
ら
一
九
四
度
二
四
分
七
五
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ネ

Ａ
か
ら
一
九
四
度
三
〇
分
七
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ナ

Ａ
か
ら
二
〇
四
度
二
九
分
七
七
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ラ

Ａ
か
ら
二
〇
三
度
五
三
分
八
七
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ム

Ａ
か
ら
二
〇
五
度
一
二
分
八
七
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ウ

Ａ
か
ら
二
〇
四
度
一
四
分
一
、
〇
三
八
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

一
六
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宇
部
市
明
神
町
一
丁
目
、
明
神
町
二
丁
目
、
明
神
町
三
丁
目
、
八
王
子
町
、
岬
町
一
丁
目
、
岬

町
二
丁
目
、
岬
町
三
丁
目
、
末
広
町
、
笹
山
町
、
五
十
目
山
町
、
草
江
一
丁
目
、
草
江
二
丁
目
、

草
江
三
丁
目
、
草
江
四
丁
目
、
則
貞
一
丁
目
、
則
貞
二
丁
目
、
則
貞
三
丁
目
、
則
貞
四
丁
目
、
則

貞
五
丁
目
、
則
貞
六
丁
目
、
亀
浦
三
丁
目
、
亀
浦
四
丁
目
及
び
亀
浦
五
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

の
り
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

宇
部
市
山
口
宇
部
空
港
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

宇
部
市
亀
浦
四
丁
目
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

宇
部
岬
漁
港
旧
防
波
堤
灯
台
跡
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ｂ
か
ら
一
五
七
度
三
〇
分
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｂ
か
ら
一
八
四
度
二
、
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
五
〇
度
二
、
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
一
三
〇
度
二
、
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
一
七
〇
度
〇
三
分
二
、
一
二
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
一
六
七
度
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

宇
部
市
明
神
町
一
丁
目
、
明
神
町
二
丁
目
、
明
神
町
三
丁
目
、
八
王
子
町
、
岬
町
一
丁
目
、
岬

町
二
丁
目
、
岬
町
三
丁
目
、
末
広
町
、
笹
山
町
、
五
十
目
山
町
、
草
江
一
丁
目
、
草
江
二
丁
目
、

草
江
三
丁
目
、
草
江
四
丁
目
、
則
貞
一
丁
目
、
則
貞
二
丁
目
、
則
貞
三
丁
目
、
則
貞
四
丁
目
、
則

貞
五
丁
目
、
則
貞
六
丁
目
、
亀
浦
三
丁
目
、
亀
浦
四
丁
目
及
び
亀
浦
五
丁
目

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

周
南
市
大
字
戸
田
大
グ
ラ
鼻
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

周
南
市
大
字
戸
田
大
グ
ラ
鼻
北
端

点
イ

Ａ
か
ら
六
七
度
三
〇
分
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
一
度
二
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
三
二
六
度
二
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
八
三
度
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

周
南
市
大
字
戸
田

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
め
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
大
字
東
豊
井
洲
鼻
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
大
字
東
豊
井
洲
鼻
日
石
桟
橋
西
端

Ｂ

〃

笠
戸
島
瀬
戸
岬
東
端
に
設
置
し
た
標
柱

一
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点
イ

Ａ
か
ら
三
〇
二
度
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｂ
か
ら
四
二
度
六
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
五
〇
度
五
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
八
二
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
四
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
め
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
細
折
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
細
折
ケ
ー
ソ
ン
ヤ
ー
ド
岸
壁
北
東
端

Ｂ

〃

〃

細
折
ケ
ー
ソ
ン
ヤ
ー
ド
岸
壁
南
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
四
五
度
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
六
三
度
三
〇
分
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
五
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

あ
か
が
い
、
か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
細
折
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
細
折
ケ
ー
ソ
ン
ヤ
ー
ド
岸
壁
北
東
端

Ｂ

〃

〃

細
折
ケ
ー
ソ
ン
ヤ
ー
ド
岸
壁
南
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
四
五
度
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
六
三
度
三
〇
分
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
六
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
め
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
尾
泊
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
尾
泊
城
の
鼻
北
端

Ｂ

〃

〃

尾
泊
黒
鼻
北
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
四
七
度
三
〇
分
一
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
二
五
〇
度
一
一
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

一
八
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㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
七
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

あ
か
が
い
、
か
き
、
み
る
く
い
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
三
百
瀬
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
瀬
戸
岬
西
端

Ｂ

〃

〃

ハ
ナ
グ
リ
北
西
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
〇
五
度
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
八
五
度
四
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
八
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
め
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
三
百
瀬
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
瀬
戸
岬
西
端

Ｂ

〃

〃

ハ
ナ
グ
リ
北
西
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
〇
五
度
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
八
五
度
四
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
二
十
九
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
め
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
牛
石
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
ハ
ナ
グ
リ
北
西
端

Ｂ

〃

〃

小
城
岬
北
西
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
七
九
度
五
一
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
五
七
度
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
め
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
落
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

一
八
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次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
落
崎
突
端

Ｂ

〃

〃

尾
郷
尾
郷
岬
西
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
五
五
度
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
六
五
度
三
〇
分
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

あ
か
が
い
、
か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
深
浦
東
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
カ
ツ
ネ
崎
北
端

Ｂ

〃

〃

猟
崎
北
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
八
二
度
八
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
六
八
度
九
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
二
一
四
度
三
〇
分
一
、
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
二
〇
九
度
一
、
〇
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ｂ
か
ら
二
〇
九
度
八
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
め
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
深
浦
東
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
カ
ツ
ネ
崎
北
端

Ｂ

〃

〃

猟
崎
北
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
八
二
度
八
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
六
八
度
九
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
二
一
四
度
三
〇
分
一
、
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
二
〇
九
度
一
、
〇
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ｂ
か
ら
二
〇
九
度
八
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

あ
か
が
い
、
か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
深
浦
西
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

二
〇
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点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
カ
ツ
ネ
崎
東
端

Ｂ

〃

〃

深
浦
西
洞
前
田
鼻
北
東
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｂ
か
ら
三
五
二
度
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
二
九
六
度
二
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
四
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

と
ら
ふ
ぐ
、
ひ
ら
め
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
松
市
笠
戸
島
深
浦
西
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
松
市
笠
戸
島
カ
ツ
ネ
崎
東
端

Ｂ

〃

〃

深
浦
西
洞
前
田
鼻
北
東
端

点
イ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ａ
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｂ
か
ら
三
五
二
度
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
二
九
六
度
二
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
と
Ｂ
と
を
結
ん
だ
線
上
Ｂ
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
松
市

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
五
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

熊
毛
郡
田
布
施
町
馬
島
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

熊
毛
郡
田
布
施
町
馬
島
尾
津
漁
港
四
号
突
堤
東
角

点
イ

Ａ
か
ら
一
四
二
度
七
九
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
四
〇
度
一
、
〇
一
三
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
四
六
度
一
、
〇
三
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
四
九
度
八
一
八
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

熊
毛
郡
田
布
施
町

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
六
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

柳
井
市
神
代
浦
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

柳
井
市
神
代
漁
港
神
代
防
波
堤
基
部

点
イ

Ａ
か
ら
六
六
度
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
八
八
度
二
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
五
六
度
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
四
六
度
五
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

岩
国
市
由
宇
町
神
東
及
び
柳
井
市
神
代

㈥

制
限
又
は
条
件

二
〇
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漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
七
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

岩
国
市
由
宇
町
神
東
沖
浦
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

岩
国
市
由
宇
町
由
宇
漁
港
南
防
波
堤
基
部

Ｂ

〃

〃

神
東
公
門
所
砂
防
堤
基
部

点
イ

Ａ
か
ら
一
六
六
度
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ｂ
か
ら
一
一
四
度
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
八
五
度
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
一
七
五
度
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
一
二
四
度
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
一
五
三
度
二
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

岩
国
市
由
宇
町
神
東
及
び
柳
井
市
神
代

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
八
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

岩
国
市
由
宇
町
神
東
城
ケ
崎
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

岩
国
市
由
宇
町
神
東
由
宇
漁
港
施
設
用
地
護
岸
北
側
基
部
跡
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

〃

由
宇
漁
港
城
ケ
崎
南
防
波
堤
基
部

点
イ

Ａ
か
ら
六
一
度
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
七
六
度
二
九
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
五
一
度
七
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
二
八
度
三
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ｂ
か
ら
一
九
度
三
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
四
四
度
七
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

岩
国
市
由
宇
町
神
東
及
び
柳
井
市
神
代

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
三
十
九
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

岩
国
市
由
宇
町
神
東
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

岩
国
市
由
宇
町
神
東
由
宇
漁
港
由
宇
護
岸
南
側
基
部
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

〃

由
宇
漁
港
城
ケ
崎
北
防
波
堤
基
部
か
ら
一
六
度
四
一
五
メ
ー
ト
ル

の
点
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ｂ
か
ら
一
〇
五
度
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

二
二
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ロ

Ｂ
か
ら
一
〇
〇
度
一
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
一
五
度
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
四
二
度
三
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
三
一
度
二
九
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
一
一
八
度
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

岩
国
市
由
宇
町
神
東
及
び
柳
井
市
神
代

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

岩
国
市
由
宇
町
神
東
字
飛
石
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

岩
国
市
由
宇
町
神
東
水
尻
川
河
口
左
岸
東
角

点
イ

Ａ
か
ら
九
七
度
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
八
六
度
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
六
度
一
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
三
度
四
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
六
度
四
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ヘ

Ａ
か
ら
六
度
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

岩
国
市
由
宇
町
神
東
及
び
柳
井
市
神
代

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

岩
国
市
端
島
東
沢
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

岩
国
市
端
島
端
島
漁
港
南
防
波
堤
南
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
一
四
一
度
四
〇
分
二
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
九
九
度
三
〇
分
一
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
八
六
度
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
四
九
度
一
五
分
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

岩
国
市
柱
島

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

岩
国
市
柱
島
北
泊
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

岩
国
市
柱
島
洲
の
鼻
東
海
岸
護
岸
南
端

二
二
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点
イ

Ａ
か
ら
三
五
度
一
七
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
八
五
度
四
一
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
六
一
度
四
九
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
一
度
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

岩
国
市
柱
島

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

わ
か
め
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

岩
国
市
黒
島
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
、
イ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
点
の
位
置

基
点
Ａ

岩
国
市
黒
島
黒
島
漁
港
北
防
波
堤
突
端
南
東
角

Ｂ

〃

〃

黒
島
漁
港
北
Ａ
護
岸
東
角

点
イ

Ａ
か
ら
五
一
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

岩
国
市
柱
島

㈥

制
限
又
は
条
件

漁
業
の
時
期
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
ロ
ー
プ
、
ボ
ン
デ
ン
及
び
い
か
り
を
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
四
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ぶ
り
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
東
三
蒲
字
赤
松
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
東
三
蒲
字
赤
松
北
水
産
加
工
団
地
護
岸
南
西
角

点
イ

Ａ
か
ら
二
二
四
度
三
〇
分
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
〇
一
度
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
九
〇
度
三
〇
分
一
二
三
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
三
二
度
一
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

大
島
郡
周
防
大
島
町
（
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
同
郡
大
島
町
の
区
域
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
五
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
頭
島
竜
の
口
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
浮
島
樽
見
Ｄ
防
波
堤
北
西
端

点
イ

Ａ
か
ら
三
三
八
度
〇
六
分
八
七
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
三
六
度
三
〇
分
七
六
三
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
三
五
四
度
四
八
分
七
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
度
三
六
分
八
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

二
四
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大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
浮
島

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
六
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ひ
じ
き
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
頭
島
沖
の
久
保
鼻
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
頭
島
沖
の
久
保
鼻
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
三
四
一
度
五
三
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
五
一
度
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
三
二
五
度
三
一
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
三
二
四
度
五
一
二
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
浮
島

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
七
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
、
む
ら
さ
き
い
が
い
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
森
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
森
野
漁
港
（
森
）
Ｄ
護
岸
基
部
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
二
三
四
度
五
〇
分
二
七
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
九
七
度
五
〇
分
五
六
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
七
一
度
五
四
分
八
六
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
三
六
度
四
八
分
六
九
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

大
島
郡
周
防
大
島
町
（
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
同
郡
東
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
八
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
、
む
ら
さ
き
い
が
い
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
真
宮
島
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
方
白
木
公
有
地
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
四
七
度
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
五
一
度
三
〇
分
四
四
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
九
度
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
〇
度
五
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

大
島
郡
周
防
大
島
町
（
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
同
郡
東
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
四
十
九
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
、
む
ら
さ
き
い
が
い
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
方
下
田
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

二
四
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次
の
イ
、
ロ
、
ハ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
方
白
木
公
有
地
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
護
岸
沿
い
に
東
へ
五
三
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

ロ

Ａ
か
ら
四
度
三
〇
分
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
北
西
へ
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点
に
設
置
し
た
標
識

㈤

地
元
地
区

大
島
郡
周
防
大
島
町
（
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
同
郡
東
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
五
十
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
、
む
ら
さ
き
い
が
い
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
方
下
田
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
方
白
木
公
有
地
に
設
置
し
た
標
識

Ｂ

〃

〃

白
木
港
下
田
防
波
堤
北
側
基
部
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
三
二
〇
度
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
二
八
度
四
〇
分
九
二
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
三
五
一
度
四
五
分
七
八
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
二
四
度
二
九
七
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

大
島
郡
周
防
大
島
町
（
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
同
郡
東
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
五
十
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

ま
だ
い
、
雑
魚
小
割
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
平
野
片
添
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
森
野
漁
港
（
片
添
）
片
添
Ｃ
護
岸
基
部
南
西
角
に
設
置
し
た

標
識

点
イ

Ａ
か
ら
一
二
六
度
三
〇
分
五
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
一
九
度
五
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
一
九
度
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
三
〇
度
三
六
一
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

大
島
郡
周
防
大
島
町
（
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
同
郡
東
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

区
第
二
百
五
十
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

第
一
種
区
画
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

か
き
、
み
る
く
い
垂
下
式
養
殖
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
和
田
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

大
島
郡
周
防
大
島
町
和
田
漁
港
（
逗
子
）
和
田
一
号
防
波
堤
突
端
に
設
置
し
た
標

識

点
イ

Ａ
か
ら
一
八
一
度
四
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
一
八
三
度
三
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
二
〇
度
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
〇
九
度
五
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

二
六
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大
島
郡
周
防
大
島
町
（
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
同
郡
東
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

二

免
許
予
定
日

平
成
三
十
年
九
月
一
日

三

漁
業
権
存
続
期
間

平
成
三
十
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

四

免
許
申
請
期
間

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

五

漁
場
図
閲
覧
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

山
口
県
柳
井
農
林
水
産
事
務
所
、
山
口
県
山
口
農
林
水
産
事
務
所
及
び
山
口
県
萩
農
林
水
産
事
務

所
の
水
産
部
並
び
に
山
口
県
下
関
水
産
振
興
局

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
及
び
山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事

務
局

山
口
県
告
示
第
二
百
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
置
漁

業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
、
申
請
期
間
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項

㈠

公
示
番
号

定
第
一
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

定
置
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
定
置
漁
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

萩
市
大
字
江
崎
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

萩
市
大
字
江
崎
名
島
北
端

点
イ

Ａ
か
ら
三
〇
四
度
一
六
分
二
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
四
二
度
二
七
分
一
、
一
四
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
三
一
八
度
五
五
分
一
、
四
四
九
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
三
一
〇
度
四
〇
分
一
、
二
五
六
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
二
九
四
度
三
九
分
七
七
一
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

萩
市
大
字
下
田
万
及
び
大
字
江
崎

㈠

公
示
番
号

定
第
二
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

定
置
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
定
置
漁
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
惣
郷
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

阿
武
郡
阿
武
町
赤
島
頂
上

点
イ

Ａ
か
ら
三
〇
二
度
四
〇
分
一
、
一
五
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
七
三
度
四
三
分
一
、
二
五
七
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
一
六
度
五
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
及
び
大
字
惣
郷

㈠

公
示
番
号

定
第
三
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

定
置
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
定
置
漁
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

二
六
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次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

阿
武
郡
阿
武
町
宇
田
郷
港
今
浦
防
波
堤
灯
台
基
部

点
イ

Ａ
か
ら
二
七
八
度
二
九
分
七
一
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
三
〇
三
度
一
四
分
二
、
〇
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
二
七
九
度
二
七
分
二
、
四
三
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
七
一
度
四
三
分
一
、
八
六
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
二
五
三
度
三
七
分
一
、
六
二
三
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
及
び
大
字
惣
郷

㈠

公
示
番
号

定
第
四
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

定
置
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
定
置
漁
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

萩
市
大
島
字
名
切
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
、
イ
、
ロ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

萩
市
大
島
字
名
切
亀
石
頂
上

Ｂ

萩
市
大
島
北
東
端

点
イ

Ａ
か
ら
九
〇
度
七
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
四
三
度
一
四
分
九
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

萩
市
大
島

㈠

公
示
番
号

定
第
五
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

定
置
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
定
置
漁
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

萩
市
大
字
椿
東
越
ケ
浜
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

萩
市
大
字
椿
東
越
ケ
浜
笠
山
磯
笠
山
出
東
端

Ｂ

〃

〃

越
ケ
浜
笠
山
磯
垣
網
瀬
頂
上
か
ら
二
三
〇
度
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
一
四
七
度
五
〇
分
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
四
四
度
二
三
分
一
、
〇
三
八
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
一
六
度
二
〇
分
一
、
一
一
一
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｂ
か
ら
一
二
度
一
一
分
八
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

萩
市
大
字
椿
東
（
越
ケ
浜
地
区
及
び
後
小
畑
地
区
に
限
る
。
）

㈠

公
示
番
号

定
第
六
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

定
置
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
定
置
漁
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

萩
市
鯖
島
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
Ｂ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
よ
っ
て
囲

ま
れ
た
区
域
並
び
に
次
の
ニ
、
ホ
、
へ
、
ト
、
ニ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た

区
域点

の
位
置

基
点
Ａ

萩
市
鯖
島
東
端

Ｂ

〃

〃

ビ
シ
ャ
ゴ
瀬
頂
上

Ｃ

〃

〃

平
瀬
頂
上

二
八
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点
イ

Ａ
か
ら
八
三
度
二
五
分
五
三
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
七
六
度
一
八
分
七
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ｂ
か
ら
六
二
度
〇
二
分
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ｃ
か
ら
一
四
九
度
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ

Ａ
か
ら
一
六
二
度
一
〇
分
一
、
〇
七
三
メ
ー
ト
ル
の
点

へ

Ａ
か
ら
一
六
〇
度
一
七
分
一
、
〇
七
二
メ
ー
ト
ル
の
点

ト

Ｃ
か
ら
一
四
四
度
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

萩
市
三
見

㈥

制
限
又
は
条
件

㈣
の
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
ニ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
の
垣
網
の
敷

設
期
間
は
、
十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
し
、
上
面
は
、
最
大
高
潮
時
に
お
い
て

水
面
下
三
メ
ー
ト
ル
以
上
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

公
示
番
号

定
第
七
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

定
置
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
定
置
漁
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

長
門
市
通
字
南
堂
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
イ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

長
門
市
通
字
南
堂
熊
ケ
鼻
東
端
に
設
置
し
た
標
識

点
イ

Ａ
か
ら
一
六
九
度
一
〇
分
二
一
九
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
八
七
度
三
〇
分
一
、
〇
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
五
五
度
一
六
分
一
、
〇
四
九
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
二
六
度
二
〇
分
九
三
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

長
門
市
通

㈠

公
示
番
号

定
第
八
号

㈡

漁
業
の
種
類
等

⚑

漁
業
の
種
類

定
置
漁
業

⚒

漁
業
の
名
称

雑
魚
定
置
漁
業

⚓

漁
業
の
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

㈢

漁
場
の
位
置

下
関
市
蓋
井
島
深
川
地
先

㈣

漁
場
の
区
域

次
の
Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

点
の
位
置

基
点
Ａ

下
関
市
蓋
井
島
深
川
東
端
に
設
置
し
た
標
柱

点
イ

Ａ
か
ら
三
四
〇
度
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ

Ａ
か
ら
二
五
度
四
二
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ

Ａ
か
ら
一
一
五
度
四
二
四
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ

Ａ
か
ら
一
六
〇
度
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点

㈤

地
元
地
区

下
関
市
大
字
蓋
井
島

二

免
許
予
定
日

平
成
三
十
年
九
月
一
日

三

漁
業
権
存
続
期
間

平
成
三
十
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

四

免
許
申
請
期
間

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

五

漁
場
図
閲
覧
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

山
口
県
萩
農
林
水
産
事
務
所
及
び
山
口
県
下
関
水
産
振
興
局

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局

二
八

山 口 県 報平成30年５月29日 火曜日 （号 外−29）

二
九

山 口 県 報平成30年５月29日 火曜日 （号 外−29）



平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


